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神 奈 川 県 消 費 生 活 条 例 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

 

新 旧 

目次 目次 

第１章 総則（第１条～第５条の５） 第１章 総則（第１条～第５条の４） 

第２章 消費者の権利の確立 第２章 消費者の権利の確立 

第１節 危害の防止（第６条～第９条） 第１節 危害の防止（第６条～第９条） 

第２節 表示等の適正化（第10条～第13条） 第２節 表示等の適正化（第10条～第13条） 

第３節 取引行為の適正化（第13条の２～第13条の５） 第３節 取引行為の適正化（第13条の２～第13条の５） 

第４節 生活関連商品の需給に関する緊急対策（第14条～第18条） 第４節 生活関連商品の需給に関する緊急対策（第14条～第18条） 

第５節 調査、公表等（第19条～第21条） 第５節 調査、公表等（第19条～第21条） 

第３章 被害の救済（第22条～第25条の２） 第３章 被害の救済（第22条～第25条） 

第４章 知事への申出（第26条） 第４章 知事への申出（第26条） 

第５章 神奈川県消費生活審議会（第27条） 第５章 神奈川県消費生活審議会（第27条） 

第６章 雑則（第28条～第33条） 第６章 雑則（第28条～第33条） 

附則 附則 

  

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 消費者 事業者が提供する商品等を用いて生活する者、事業者に商品

等を提供する取引を行う者（個人に限り、事業として若しくは事業のた

めに契約の当事者となる場合におけるものを除く。）又はこれらに準ず

る者として規則で定める者をいう。 

(１) 消費者 事業者が提供する商品等を用いて生活する者をいう。 

(２)～(３) （略） (２)～(３) （略） 

  

（県の責務） （県の責務） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（削除） ２ 県は、消費者の自主的かつ合理的な行動を促進するため、消費者への情報

提供、消費者に対する啓発活動及び消費生活に関する教育の充実に努めなけ

ればならない。 
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（消費生活に関する相談の実施） （新設） 

第３条の２ 県は、事業者との取引又は事業者が取り扱う商品等に関する消費

者からの相談に柔軟かつ弾力的に対応するものとする。 

 

  

（情報の収集と提供） （新設） 

第３条の３ 県は、県民の消費生活の安定及び向上を図り、消費者の自立を支

援するため、消費生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提供す

るものとする。 

 

  

（消費者教育の推進） （新設） 

第３条の４ 県は、消費者被害を防止するとともに、消費者が自主的かつ合理

的に行動することのできるようその自立を支援し、並びに消費者が主体的に

公正かつ持続可能な社会の形成に参画することの重要性について理解及び関

心を深めるための教育及びこれに準ずる啓発活動（以下「消費者教育」とい

う。）の充実を図るものとする。 

 

２ 県は、消費者教育を推進するに当たり、消費者の年齢、障害の有無、その

他の消費者の特性及び学校、地域、家庭、職域その他の消費者教育が行われ

る場の特性に配慮し、適切な方法により実施するとともに、多様な主体との

連携及び消費者教育の担い手の育成を行うものとする。 

 

  

（事業者の責務等） （事業者の責務等） 

第５条   （略） 第５条   （略） 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務について消費者の安全を確保すると

ともに、その取り扱う商品等について消費者との取引における公正を確保す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務について消費者の安全を確保すると

ともに、その供給する商品等について消費者との取引における公正を確保す

るよう努めなければならない。 

３ 事業者は、その取り扱う商品等及び当該商品等の取引に関する情報を消費

者に積極的に提供するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、その供給する商品等及び当該商品等の取引に関する情報を消費

者に積極的に提供するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その取り扱う商品等の消費者との取引に際して、消費者の知

識、経験及び財産の状況等に配慮するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その供給する商品等の消費者との取引に際して、消費者の知

識、経験及び財産の状況等に配慮するよう努めなければならない。 

５ 事業者は、その取り扱う商品等及び当該商品等の消費者との取引に関して

生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に

努めなければならない。 

５ 事業者は、その供給する商品等及び当該商品等の消費者との取引に関して

生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に

努めなければならない。 
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６ 事業者は、その取り扱う商品及び役務に関し環境の保全に配慮するととも

に、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自ら

が遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努め

なければならない。 

６ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するととも

に、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自ら

が遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努め

なければならない。 

  

（推進指針の策定） （新設） 

第５条の５ 知事は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策の推

進に関する指針（以下「指針」という。）を策定するものとする。 

 

２ 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 消費者施策の基本理念及び推進体制 

(２) 消費者教育の推進に関する施策 

(３) 前２号に掲げるもののほか、消費者施策を推進するために必要な事項 

 

３ 知事は、指針を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するもの

とする。 

 

  

（不当な取引行為の禁止） （不当な取引行為の禁止） 

第13条の２ 事業者は、商品等の取引において、消費者に対し契約の締結につ

いて勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者

に接触する不当な行為として別表第１に掲げる行為をしてはならない。 

第13条の２ 事業者は、消費者に対し商品等の売買又は提供に係る契約（以下

「商品売買契約等」という。）の締結について勧誘しようとして、消費者に

迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者に接触する不当な行為として別表

第１に掲げる行為をしてはならない。 

２ 事業者は、商品等の取引において、消費者との契約の締結又はその勧誘に

際して、口頭によると文書によるとを問わず、消費者が当該契約に関する事

項を正確に認識することを妨げるおそれがある不当な行為として別表第２に

掲げる行為をしてはならない。 

２ 事業者は、消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、口頭

によると文書によるとを問わず、消費者が当該商品売買契約等に関する事項

を正確に認識することを妨げるおそれがある不当な行為として別表第２に掲

げる行為をしてはならない。 

３ 事業者は、商品等の取引において、消費者との契約の締結又はその勧誘に

際して、契約を締結させようとして消費者に害を加え、消費者を威迫し、又

は困惑させる等消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある不当な行為と

して別表第３に掲げる行為をしてはならない。 

３ 事業者は、消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約

を締結させようとして消費者に害を加え、消費者を威迫し、又は困惑させる

等消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある不当な行為として別表第３

に掲げる行為をしてはならない。 

４ 事業者は、商品等の取引において、消費者に不当に不利益となる内容の条

項を含む契約を締結させる不当な行為として別表第４に掲げる行為をしては

ならない。 

４ 事業者は、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む商品売買契約等

を締結させる不当な行為として別表第４に掲げる行為をしてはならない。 

５ 事業者は、商品等の取引において、消費者との契約に関し、消費者又はそ

の関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等により、契約（当該契約の成

５ 事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、消費者又はその関係人を欺

き、威迫し、又は困惑させる等により、商品売買契約等（当該契約の成立、
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立、存続又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。）に基づ

く債務の履行を請求し、又は当該債務を履行させる不当な行為として別表第

５に掲げる行為をしてはならない。 

存続又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。）に基づく債

務の履行を請求し、又は当該債務を履行させる不当な行為として別表第５に

掲げる行為をしてはならない。 

６ 事業者は、商品等の取引において、消費者との契約に関し、法令の規定若し

くは契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は正当な理由

なく遅延させる不当な行為として別表第６に掲げる行為をしてはならない。 

６ 事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、法令の規定若しくは契約に

基づく債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延さ

せる不当な行為として別表第６に掲げる行為をしてはならない。 

７ 事業者は、商品等の取引において、消費者との契約に関し、法律上認めら

れた消費者の権利の行使を妨げるおそれがある不当な行為として別表第７に

掲げる行為をしてはならない。 

７ 事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、法律上認められた消費者の

権利の行使を妨げるおそれがある不当な行為として別表第７に掲げる行為を

してはならない。 

８ 事業者と消費者との間において商品等に関し締結した契約（以下「主契

約」という。）に伴う立替払、資金の貸付、債務の保証その他の消費者への

信用の供与又は保証の受託を業として行う者（以下「与信業者等」とい

う。）は、信用の供与の契約又は保証を受託する契約（以下「与信契約等」

という。）に関し、当該契約に関する主契約に係る事業者の不当な行為を知

つていた、又は知り得べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧

誘し、又は締結させる行為、法令の規定又は与信契約等に基づく消費者の権

利の行使を妨げるおそれがある行為その他の不当な行為として別表第８に掲

げる行為をしてはならない。 

８ 商品売買契約等に伴う立替払、資金の貸付、債務の保証その他の消費者へ

の信用の供与又は保証の受託を業として行う者（以下「与信業者等」とい

う。）は、信用の供与の契約又は保証を受託する契約（以下「与信契約等」

という。）に関し、当該商品売買契約等に係る事業者（以下「販売業者」と

いう。）の不当な行為を知つていた、又は知り得べきであつたにもかかわら

ず、与信契約等の締結を勧誘し、又は締結させる行為、法令の規定又は与信

契約等に基づく消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為その他の不当

な行為として別表第８に掲げる行為をしてはならない。 

  

（立入調査等） （立入調査等） 

第19条 知事は、第６条第１項及び第２項、第７条第１項、第８条第１項、第

13条第２項、第13条の３、第13条の４並びに第17条の規定の施行に必要な限

度において、事業者若しくは当該事業者と密接な関係を有する者として規則

で定める者（以下「密接関係者」という。）に対し、その業務に関し報告さ

せ、又はその職員に、事業者若しくは密接関係者の事務所、工場、事業場、

店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 

第19条 知事は、第６条第１項及び第２項、第７条第１項、第８条、第13条第

１項、第13条の３、第13条の４並びに第17条の規定の施行に必要な限度にお

いて、事業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、事業者の

事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の

物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（削 除） ２ 知事は、第13条の３及び第13条の４の規定の施行に必要な限度において、

当該事業者と密接な関係を有する者として規則で定める者に対し、その業務

に関し報告させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
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３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。 

（新設） 

  

（公表） （公表） 

第20条 知事は、事業者又は密接関係者が次の各号のいずれかに該当し、か

つ、該当することに正当な理由がないと認めるときは、その旨を公表するも

のとする。 

第20条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

の旨を公表するものとする。ただし、その事業者に正当な理由がある場合

は、この限りでない。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 前条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと

き。 

(４) 第19条第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽

の報告をし、又は同条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、若しくは同条第１項の規定による質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

２ 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業

者又は密接関係者に意見を述べる機会を与えなければならない。 

（新設） 

  

（告示） （告示） 

第21条   （略） 第21条  （略） 

２     （略） ２    （略） 

３ 知事は、別表第１の５の項、別表第２の10の項、別表第３の14の項、別表

第４の８の項、別表第５の７の項、別表第６の２の項、別表第７の４の項又

は別表第８の３の項の規定により指定したときは、その旨を告示しなければ

ならない。指定を変更し、又は解除したときも、同様とする。 

３ 知事は、別表第１の５の項、別表第２の10の項、別表第３の12の項、別表

第４の８の項、別表第５の７の項、別表第６の２の項、別表第７の４の項又

は別表第８の３の項の規定により指定したときは、その旨を告示しなければ

ならない。指定を変更し、又は解除したときも、同様とする。 

  

（被害の救済の申出等） （被害の救済の申出等） 

第22条 知事は、消費者から消費生活上の被害の救済について申出があつたと

きは、当該被害の速やかな救済のために必要な助言、あつせんその他の措置

を講ずるものとする。 

第22条 知事は、消費者から事業者の提供する商品等によつて生じた消費生活

上の被害の救済について申出があつたときは、当該被害の速やかな救済のた

めに必要な助言、あつせんその他の措置を講ずるものとする。 

２ 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、事業者その

他の関係者に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又はその他必要

な調査を行うことができる。 

２ 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該事業者

その他の関係者に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又はその他

必要な調査を行うことができる。 
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（訴訟の援助） （訴訟の援助） 

第24条 県は、消費生活上の被害を受けた消費者が事業者に対して訴訟を提起

しようとする場合において、その訴訟が次に掲げる要件のいずれにも該当す

るものであるときは、その訴訟に要する費用の貸付け、弁護士のあつせん等

必要な援助を行うものとする。 

第24条 県は、事業者の提供する商品等によつて消費生活上の被害を受けた消

費者がその事業者に対して訴訟を提起しようとする場合において、その訴訟

が次に掲げる要件を併せ備えたものであるときは、その訴訟に要する費用の

貸付け、弁護士のあつせん等必要な援助を行うものとする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（適格消費者団体に対する支援） （新設） 

第25条の２ 知事は、適格消費者団体（消費者契約法（平成12年法律第61号）

第２条第４項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。）が差止請求権

（同法第12条の２第１項第２号ハに規定する差止請求権をいう。）を適切に

行使するために必要な限度において、適格消費者団体に対し、契約書、和解

書その他の消費生活相談（同法第13条第３項第５号イに規定する消費生活相

談その他の消費生活に関する相談をいう。次項において同じ。）に関する資

料であつて規則で定めるものの提供その他必要な支援を行うことができる。 

 

 

２ 知事は、特定適格消費者団体（消費者の財産的被害の集団的な回復のため

の民事の裁判手続の特例に関する法律（平成25年法律第96号）第２条第10号

に規定する特定適格消費者団体をいう。以下同じ。）が被害回復関係業務

（同法第65条第２項に規定する被害回復関係業務をいう。）を適切に遂行す

るために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、契約書、和解書

その他の消費生活相談に関する資料であつて規則で定めるものの提供その他

必要な支援を行うことができる。 

 

  

第27条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県消費生活審議会の意見を聴か

なければならない。 

第27条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県消費生活審議会の意見を聴か

なければならない。 

(１) 第５条の５第１項の規定により指針を定め、又はこれを変更しようと

するとき。 

（新設） 

 

(２)～(４) （略）  (１)～(３) （略） 

(５) 別表第１の５の項、別表第２の10の項、別表第３の14の項、別表第４

の８の項、別表第５の７の項、別表第６の２の項、別表第７の４の項若し

くは別表第８の３の項の規定により指定しようとするとき又はその指定を

変更し、若しくは解除しようとするとき。 

(４) 別表第１の５の項、別表第２の10の項、別表第３の12の項、別表第４

の８の項、別表第５の７の項、別表第６の２の項、別表第７の４の項若し

くは別表第８の３の項の規定により指定しようとするとき又はその指定を

変更し、若しくは解除しようとするとき。 
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(６) 前各号に掲げる場合のほか、この条例の施行に関する重要事項を決定

しようとするとき。 

(５) 前４号に掲げる場合のほか、この条例の施行に関する重要事項を決定

しようとするとき。 

  

別表第２（第13条の２、第21条、第27条関係） 別表第２（第13条の２、第21条、第27条関係） 

１ （略） １ （略） 

 ２ 消費者が契約の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な

事項について、事実と異なること又は誤信させる事実を告げること。 

 ２ 消費者が商品売買契約等の締結をするか否かについての判断に影響を及

ぼす重要な事項について、事実と異なること又は誤信させる事実を告げる

こと。 

 ３ 消費者が契約の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な

事項について、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提

供すること。 

 ３ 消費者が商品売買契約等の締結をするか否かについての判断に影響を及

ぼす重要な事項について、将来における変動が不確実な事項について断定

的判断を提供すること。 

 ４～10 （略）  ４～10 （略） 

  

別表第３（第13条の２、第21条、第27条関係） 別表第３（第13条の２、第21条、第27条関係） 

１～５ （略） １～５ （略） 

６ 消費者の判断力の不足に乗じる行為 ６ 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、消費者に著しく

不利益を与えるおそれがある行為 

７ 消費者の取引に関する知識、経験及び財産の状況等に照らして不適当と

認められる行為 

８ （略） 

（新設） 

 

７ （略） 

９ 契約を締結する目的で、無償又は著しい廉価で商品等を提供することに

より、消費者の心理的負担を利用すること。 

８ 商品売買契約等を締結する目的で、無償又は著しい廉価で商品等を提供

することにより、消費者の心理的負担を利用すること。 

10  （略） ９ （略） 

11 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居、勤

務先その他の場所において商品等を一方的に提供して、消費者を心理的に

不安な状態又は正常な判断ができない状態に陥れること。 

（新設） 

12・13 （略） 10・11 （略） 

14 １の項から13の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定

するもの 

12 １の項から11の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定

するもの 

  

  

別表第４（第13条の２、第21条、第27条関係） 別表第４（第13条の２、第21条、第27条関係） 
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１ 正当な理由がないにもかかわらず、事業者の損害賠償責任の全部又は一

部を免除する内容の条項を含む契約を締結させる行為 

１ 正当な理由がないにもかかわらず、事業者の損害賠償責任の全部又は一

部を免除する内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為 

２ 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定

めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の条項を含

む契約を締結させる行為 

２ 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定

めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の条項を含

む商品売買契約等を締結させる行為 

３ 法律の規定を適用する場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者

の義務を加重することにより信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方

的に害する内容の条項を含む契約を締結させる行為 

３ 法律の規定を適用する場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者

の義務を加重することにより信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方

的に害する内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為 

４ 法令の規定に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の

取消し又は契約の無効の主張を制限して、消費者に不当に不利益となる内

容の条項を含む契約を締結させる行為 

４ 法令の規定に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の

取消し又は契約の無効の主張を制限して、消費者に不当に不利益となる内

容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為 

 ５ 消費者に不当に過大な量の契約商品等又は不当に長期にわたつて供給さ

れる契約商品等の購入を内容とする条項を含む契約を締結させる行為 

５ 消費者に不当に過大な量の契約商品等又は不当に長期にわたつて供給さ

れる契約商品等の購入を内容とする条項を含む商品売買契約等を締結させ

る行為 

６ 契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄に係る内容

の条項を含む契約を締結させる行為 

６ 契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄に係る内容

の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為 

７ 消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにも

かかわらず、当該与信契約等を締結させ、又は当該信用の供与若しくは保

証の受託を伴つた内容の条項を含む契約を締結させる行為 

７ 消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにも

かかわらず、当該与信契約等を締結させ、又は当該信用の供与若しくは保

証の受託を伴つた内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為 

８ （略） ８ （略） 

  

別表第７（第13条の２、第21条、第27条関係） 別表第７（第13条の２、第21条、第27条関係） 

１～２ （略） １～２ （略） 

３ 未成年者との契約の取消しを不当に妨げ、未成年者に契約に係る書面に

年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせる等未成年者の契約に

係る取消権の行使を妨げるおそれがある行為 

３ 未成年者との商品売買契約等の取消しを不当に妨げ、未成年者に商品売

買契約等に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせ

る等未成年者の契約に係る取消権の行使を妨げるおそれがある行為 

４ （略） ４ （略） 

  

別表第８（第13条の２、第21条、第27条関係） 別表第８（第13条の２、第21条、第27条関係） 

１ 主契約に係る事業者の行為が第13条の２第１項から第４項までに規定す

るいずれかの不当な行為に該当することを知つていた、又は業務上知り得

べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約

等を締結させる行為 

 １ 販売業者の行為が第13条の２第１項から第４項までに規定するいずれか

の不当な行為に該当することを知つていた、又は業務上知り得べきであつ

たにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結さ

せる行為 
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２ 主契約に係る事業者に対して生じている事由をもつて消費者が法令の規

定又は与信契約等に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、

与信業者等が不当に消費者又は関係人に債務の履行を請求し、又は債務を

履行させる行為 

２ 販売業者に対して生じている事由をもつて消費者が法令の規定又は与信

契約等に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、与信業者等

が不当に消費者又は関係人に債務の履行を請求し、又は債務を履行させる

行為 

３ （略） ３ （略） 

 


